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片岡信恒弁護士の
法律相談事務所

【質問】相続法が大幅に改正された、と聞き

ましたが、ポイン卜を教えて下さい。

【回答】改正相続法の要点は以下の通りです。

①巡言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言等

がありますが、自筆証書泊言が一番多いと思い

ます。自筆証書遺言は、 全文を自筆で書かなけ

れば、有効になりませんでした。今回の改正で、

財産目録はパソコンで作成しても良いし、預貯

金については通帳のコピーを添付してもよいこ

とになりました。ただし、偽造変造の恐れがあ

るので、財産目録の 1頁ごとに自筆の署名は必

要です。多少便利になったかと思います。

②同じく自筆証書遺言に関する改正です。今年

7月 10日から、法務局で自筆証書遺言書を保

管してもらえることになります。紛失や改霞さ

れる恐れもほぼなくなります。さらに、家庭裁

判所への検認手続きが不要になります。検認手

続きは手間も、時間も掛かるのでずいぶん楽に

なるでしょう。

③遺留分 C*注)に関しても、辿留分減殺請求

権の行使によって、遺留分侵害額に相当する金

銭請求権が発生することになりました。これま

では、不動産について、遺留分相当の共有持分

の移転登記請求訴訟を提起し、判決をもらって

共有状態にした後、さらに共有物分割請求訴訟

老起こさなければならず、解決まで長期聞を要

していました。

C*注=遺留分とは、 一定の範囲の法定相続人

に認められる、最低限の遺産取得分のこと)

④預貯金の払い戻しも便利になりました。これ

までは、名義人が亡くなると、遺産分割が終了

するまで、相続人単独では払戻が受けられませ

んでした。そこで「葬儀費用に充てるためだ」

などと説明して、金融機関によっては比較的少

額であれば、払い戻しに応じていたケースもあ

りました。今回の改正では、 遺産分割が終了す

る前であっても、一定の場合に、相続預金の払

戻しが受けられるようになりました。これには、

家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

と、家庭裁判所の判断が不要な場合があります。

まず、家庭裁判所に辺産分割の審判か調停が申

立てられている場合に、各相続人は、一定の要

件があると、家庭裁判所ヘ申し立てて審判にお

いて、相続預金の全部または一部を仮に取得し、

単独で払戻しを受けられます。家庭裁判所の判

断を経ずに払戻しができるのは、(相続開始時

の預金額) x C 3分の 1)x C払戻しを行う

相続人の法定相続分)で、同一の金融機関から

の払戻しは 150万円が上限になります。

⑤相続人以外の被相続人の親族(長男の妻など)

が、被相続人の介設や看病をするケースがあり、

被相続人に対して貢献したのに、遺産から何も

与えらず、不公平だと思うことがありました。

今回の改正により、相続人ではない親族も、被

相続人の介護や看病に無償で貢献し、被相続人

の財産の維持または増加について特別の寄与を

した場合には、相続人に対し、 金銭の請求をす

ることができるようになりました。

⑥この他、配偶者の居住権保護の改正も重要で

すが、今回は省略します。
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